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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第79期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第80期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第79期

会計期間
自平成22年３月１日
至平成22年５月31日

自平成23年３月１日
至平成23年５月31日

自平成22年３月１日
至平成23年２月28日

売上高（千円） 13,471,599 9,456,773 46,676,521

経常利益（千円） 213,914 518 466,654

四半期(当期）純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
7,188,529 △18,441 7,668,105

純資産額（千円） 1,465,136 1,853,896 1,917,108

総資産額（千円） 28,194,801 26,389,699 26,628,021

１株当たり純資産額（円） 23.17 35.62 37.65

１株当たり四半期（当期）純利益金額又は

１株当たり四半期純損失（△）金額（円）
228.07 △0.59 244.85

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
157.77 － 165.82

自己資本比率（％） 5.20 7.03 7.20

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,095,145 164,592 1,561,903

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
7,676,973 234,956 7,162,193

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△7,524,175 △260,833 △7,235,177

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高（千円）
2,694,609 3,074,301 2,935,586

従業員数（人） 380 319 332

  　(注)１． 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

        ２． 売上高には、消費税等は含んでおりません。

　    ３． 第80期第１四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年５月31日現在

従業員数（人） 319 (525)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(　)内に当第１四半期連結会計期間の平均人員を外書で記載し

　　　ております。

　　　　 　　　　

　　(2）提出会社の状況

 平成23年５月31日現在

従業員数（人） 305 (512)

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数は(　)内に当第１四半期会計

　　　期間の平均人員を外書で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）当社グループにおいては、百貨店業、金融業の２事業を行っており、生産及び受注については該当事項はありませ

ん。

(2)販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

前年同四半期比(％)

百貨店業（千円） 9,455,743 70.2

金融業（千円） 1,029 41.7

合計(千円） 9,456,773 70.2

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　　

　　

３【経営上の重要な契約等】

　　　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したも

のであります。

（1）業績の概況

　当第１四半期連結会計期間（平成23年３月１日～平成23年５月31日）におけるわが国経済は、３月11日に発生

した東日本大震災により国内の生産活動等に多大な影響を受けていますが、被災した工場の復旧作業や西日本で

の代替生産などが進み始めていることを背景に持ち直す傾向にあります。　

　百貨店業界におきましても、東日本大震災発生当初は消費自粛ムードや外国人旅行者の激少もあり、売上高も

厳しいものとなりましたが、徐々に買い控えの反動から春物の商材を中心に活発な動きも見られるようになりま

した。　

　このような状況の下、当社グループの百貨店業につきましては、全営業店舗が計画停電の実施地域に入ってい

たことから、不規則な停電にともなう臨時休業や営業時間の大幅な短縮を余儀なくされ、売上に多大な影響を受

けることとなりました。しかし、社会全体が落ち着きを見せる中で、売上や来店客数にも、回復の兆しが見え始　

めております。

　この間、営業施策面に関しては、東日本大震災で被害を受けた地域や風評被害を受けている地域の方々を応援

させていただくために、川崎店・横須賀店・藤沢店の３店において、「東日本大震災被災地応援フェア」を４月

８日から開催し、東北地方・北関東地域の名産品や生鮮品、グロッサリー等の販売を致しました。各店別では、

川崎店において、地元川崎の名品から今話題になっている商品をはじめ、川崎の美味を選りすぐり取り揃えた

「セレクト・かわさき」をオープン、地元川崎の味を広く紹介しご好評を頂いております。横須賀店においては、

当社の営業政策である「お客様のニーズにあった大型テナントの誘致」、「お客様が真に欲している商品やサー

ビスの強化」の一環として、５月には三浦半島初出店となる手芸専門店「ユザワヤ」を誘致し、新たなお客様の

ご来店の促進を図り、店舗の活性化、効率化を進めております。

　さらに、「外商機能の見直し」の一環として、３月には川崎店・横須賀店に続き藤沢店においても「コンシュ

ルジュ」がお客様のおもてなしをする「ロイヤルラウンジ」をオープンし、百貨店本来のきめ細やかなサービス

でお客様をお迎えいたしております。

　一方、財務面に関しては、今後さらなる計画停電等が実施された場合、当社に及ぼす影響の度合いが予測出来

ない中では今後の資金的リスクが大きいと判断し、当初、事業再生計画に基づき平成23年３月末日に金融機関に

返済予定であった1,555百万円について、平成25年３月末日まで２年間の返済猶予をお願いし、平成23年５月開

催の債権者会議において該当金融機関から同意をいただきました。

　グループ事業全体としては、個々の事業の運営、見直しを着実に実施しており、ノンコア資産の売却の一環と

して平成23年５月31日に小川町別館の売却を行い、関連会社については資産譲渡を行うなど、経営効率の改善に

取り組み、連結業績の回復に努めてまいりました。
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　この結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は売上高9,456百万円（前年同四半期比70.2％）、営業利益99百

万円（前年同四半期比29.9％）、経常利益0百万円（前年同四半期比0.2％）、資産除去債務会計基準の適用による

影響額71百万円およびその他特別損益に加え、法人税等調整額に資産除去債務会計による繰延税金負債48百万円を

計上した結果、四半期純損失は18百万円（前年同四半期は四半期純利益7,188百万円）となりました。　

　

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①百貨店業

　中核の百貨店業では、上記に記載のとおり、「食料品部門の強化」「ＩＴを活用した販売強化」に力を入れ生鮮食品

を初めとする『デパ地下』食品約800品目をインターネットで承るサービスをスタート致しました。更に、川崎店・横

須賀店に続き藤沢店においても「コンシュルジュ」がお客様のおもてなしをする「ロイヤルラウンジ」をオープン

し、百貨店本来のきめ細かいサービスでお迎え致しております。

　この結果、売上高9,457百万円（前年同四半期比70.2％）、営業利益102百万円（前年同四半期比28.8％）となりまし

た。　

②金融業

　金融業は、自社カード（さいか屋ＡＭカード）事業を外部委託化し、カード管理付帯業務のみに縮小した結果、売上

高７百万円（前年同四半期比84.7％)、営業損失5百万円（前年同四半期は営業損失26百万円）となりました。

　　 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ138百万円増加し、3,074百万

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、164百万円（前年同四半期比15.0％）の収入となりました。これは主に、減価

償却費291百万円及び仕入債務の増加額155百万円から、利息支払額124百万円及び有形固定資産売却益105百万円を除

いて計上したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、234百万円（前年同四半期比3.1％）の収入となりました。これは主に有形固

定資産の売却による収入248百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、260百万円（前年同四半期比3.5％）の支出となりました。これは主に長期借

入金の返済による支出254百万円等によるものであります。

 

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（４）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、当社は、川崎市川崎区の小川町別館を譲渡しております。

　その主要な設備は、次のとおりであります。 

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他
(器具備品)

合計

小川町別館

(川崎市川崎区)
百貨店業 事務所 80,758 －

59,596

 （０）
－ 140,355

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

A種優先株式 1,500,000

計 60,000,000

 (注）当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式60,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では

　　　61,500,000株となりますが、発行可能株式総数は、60,000,000株とする旨定款に規定しております。　

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年５月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年7月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 31,353,14231,353,142
東京証券取引所

市場第二部

株主として権利内容に制

限のない標準となる株式

であり、単元株式数は

1,000株であります。

A種優先株式

(当該優先株式は

行使価額修正条

項付新株予約権

付社債券等であ

ります。)　

1,483,036 1,483,036 非上場
単元株式数は１株であり

ます。

計 32,836,178 　    32,836,178 ― ―

（注１）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

　（1）A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付され

　　　る普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当社

　　　の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。

　

　（2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に係

　　　る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨て。)。

　　　また、基準額は、原則として、下記のとおり、平成27年３月１日以降、毎年１回の頻度で修正される。　

　　　当初基準額は、原則として、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会

　　　社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、平成

　　　26年３月１日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなさ

　　　れた日(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる

　　　連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未

　　　満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額とする。

　　　平成27年３月１日から平成49年２月末日までの期間の毎年３月１日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる

　　　連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未

　　　満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、

　　　基準額は当該金額に修正される。

　

　（3）上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100％に相当する額を上限とし、当初基準額の70％に相当する額を下限

　　　とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は９円を下回らない。
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　（4)　当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項について

　　　 A種株式には、当社が、平成26年３月１日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭（当該日

　　　における分配可能額を限度とする。）を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。な

　　　お、平成49年２月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に

　　　始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

　　　(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株

　　　式の交付と引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。

　　　上記(1)ないし(4)の詳細は、下記（注３）A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。

　

（注２）行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。

　（1）当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先

　　　との間の合意の有無

　　　　該当事項なし

　

　（2）当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無

　　　　該当事項なし

　

　（3）金融商品取引法施行令第１条の７に規定する譲渡に関する制限その他の制限

　　　　該当事項なし

　

（注３）A種優先株式の内容は次のとおりであります。

　1.優先配当金　

　（1）A種優先配当金

当会社は、A種株式について、平成22年２月末日を含む事業年度から平成24年２月末日を含む事業年度に係る剰余

金の配当を行わない。

当会社は、平成24年３月１日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主（以下「A種

株主」という。）又はA種株式の登録株式質権者（以下「A種登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株

主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、

A種株式１株当たりの払込金額（500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要と

される事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）に、剰余金の配当に係る基準

日の属する事業年度ごとに下記（2）に定める年率（以下「A種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額（円位

未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）の剰余金（以下「A種優先配当金」という。）の配当

を行う。

　

　（2）A種優先配当金の額

A種優先配当年率は、平成25年３月１日以降、次回年率修正日（以下において定義する。）の前日までの各事業年度

について、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率＝日本円TIBOR（12か月物）＋1.00％

A種優先配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成25

年３月１日以降の毎年３月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本円TIBOR

（12か月物）」とは、各事業年度の初日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の午前11時における日本円12か月物

トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円12か月物TIBOR）として全国銀行協会によって公表さ

れる数値を指すものとする。日本円TIBOR（12か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前

営業日）ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート

（ユーロ円LIBOR12か月物（360日ベース））として英国銀行協会（BBA）によって公表される数値又はこれに準ずる

ものと認められるものを日本円TIBOR（12か月物）に代えて用いるものとする。

　

　（3）非累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に

達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

　

　（4）非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う吸収分割

手続の中で行われる会社法第758条第８号ロ若しくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が

行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第１項第８号ロに規定される剰余金

の配当についてはこの限りではない。
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　2．残余財産の分配

　（1）残余財産の分配

当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者

に先立ち、A種株式１株につき500円（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とさ

れる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。）を支払う。

　

　（2）非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。

　

　3．議決権

A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

　

　4．種類株主総会における決議

当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A

種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

　

　5．普通株式を対価とする取得請求権

　（1）取得請求権の内容

A種株主は、平成26年３月１日から平成49年２月末日までの期間（以下「株式対価取得請求期間」という。）中、下

記（2）に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付すること

を請求することができる（以下「株式対価取得請求」という。）。

　（2）株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式の数

は、当該A種株式に係る払込金額の総額（但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要

とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。）を本号に定める交

付価額で除して算出される数（小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。なお、A種株式を取得

するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり１株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第３

項に従い金銭を交付する。

イ　当初交付価額

　当初交付価額は、平成26年３月１日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券

取引所（以下「東京証券取引所」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。

以下同じ。）の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小

数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が9.0円（以下「最大下限価額」という。）未満である

場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、最大下限価額

にも必要な調整が行われる。）とする。但し、当会社が、平成26年３月１日時点において東京証券取引所に上場してい

ない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日（整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場

合には、上場廃止となった日）に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所におけ

る当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）に相当する金額（但し、当該金額が最大下限価額未満

である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）を当初交付価額とする。

ロ　交付価額の修正

　交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年３月１日（以下、それぞれ「修正基準日」という。）に、当該日に先立つ

45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の

終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。）に相当する金額（以下「修正後交付価額」という。）に修正される。但し、上記計算の結果、修正

後交付価額が当初交付価額の100％に相当する額（以下「上限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の

調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。）を上回る場合には、上限交付価額をもって修正

後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が当初交付価額の70％に相当する額（但し、当該金額が

最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。）（以下「下限交付価額」という。但し、下記ハ

に定める交付価額の調整が行われた場合には、下限交付価額にも必要な調整が行われる。）を下回る場合には、下限

交付価額をもって修正後交付価額とする。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券

取引所において上場していない場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額（但し、直前の修正基準日が存

在しない場合には、当初交付価額）をもって交付価額とする。
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ハ　交付価額の調整

（ａ）当会社は、A種株式の発行後、下記（ｂ）に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合又は変

更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「交付価額調整式」という。）をもって交付価額（上限交

付価額及び下限交付価額を含む。）を調整する。

　

調 整 後

交付価額
＝

調 整 前

交付価額
×

既発行普通

株式数
＋

交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額

１株当たり時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

　

交付価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。交付価額調

整式で使用する「１株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30

取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。な

お、上記平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。交付価額調整

式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記（ｂ）（ⅰ）ないし（ⅳ）の各取引に係る基準日が定め

られている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の交付価額を適用する日の1か月前

の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の有する当会社の普通株式数を控除したも

のとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式について株式の分割が行われる場合には、

株式の分割により増加する普通株式数（基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を

含まない。）とし、普通株式について株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数（効

力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。）を負の値で表示して使用

するものとする。交付価額調整式で使用する「１株当たりの払込金額」は、下記（ｂ）（ⅰ）の場合は当該払込金

額（金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円）、下記（ｂ）(ⅱ)及び

(ⅳ)の場合は0円、下記（ｂ）（ⅲ）の場合は下記(ｂ)(ⅴ)で定める対価の額とする。

（ｂ）交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期について

は、次に定めるところによる。

　（ⅰ）上記（ａ）に定める１株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合（無償割当ての場合

を含む。）（但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）の取得と引換えに交付する場合又は普通株

式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。）その

他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。）　調整後の交付価額は、払込期日

（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）又は無償割当ての効

力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又

は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　（ⅱ）普通株式について株式の分割をする場合　調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを

適用する。

　（ⅲ）取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上記（ａ）

に定める１株当たり時価を下回る対価（下記（ⅴ）において定義される。以下同じ。）をもって普通株式を交

付する定めがあるものを交付する場合（無償割当ての場合を含む。）、又は上記（ａ）に定める１株当たり時

価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合

（無償割当ての場合を含む。）　調整後の交付価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは

取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利（以下「取得請求権付株式等」という。）

の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を

準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当

会社の普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日が

ある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

　（ⅳ）普通株式について株式の併合をする場合　調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用す

る。

　（ⅴ）上記（ⅲ）における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がな

された額（時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際し

て出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式

等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際し

て交付される普通株式の数で除した金額をいう。
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（ｃ）上記（ｂ）に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な交付価

額の調整を行う。

　（ⅰ）当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とするとき。

　（ⅱ）交付価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出にあた

り使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　（ⅲ）その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。

（ｄ）交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が１円未満の場合は、交付価

額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要とする事由が

発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。

（ｅ）交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質権者に対し

て、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなければならない。

　

　6．金銭を対価とする取得請求権

　（1）金銭を対価とする取得請求権の内容

A種株主は、当会社に対し、平成47年３月１日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を交付

することを請求（以下「金銭対価取得請求」という。）することができる。当会社は、かかる金銭対価取得請求がなさ

れた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日（以下「金銭対価取得請求日」という。）における取得上限

額（下記（2）において定義される。）を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日に、A種株式の全部又は

一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額を超えて金銭対価取得請求がな

された場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株数に応じた比例按分の方法により決

定する。

　（2）取得価額

金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式

の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調

整された額とする。）とする。

「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日（以下「分配可能額計算日」とい

う。）における分配可能額（会社法第461条第２項に定めるものをいう。以下同じ。）を基準とし、分配可能額計算日の

翌日以降当該金銭対価取得請求日（同日を含まない。）までの間において、（ⅰ）当会社株式に対してなされた剰余

金の配当、並びに（ⅱ）本第14項又は第16項若しくは取得することを当会社取締役会において決議されたA種株式の

取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。

　

　7．普通株式を対価とする取得条項

当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の翌日

（以下、本条において「一斉取得日」という。）をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、かかるA種株

式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の東京証券取引所

における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値（終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。また、当該平均値が上限交付価額を上回る場合には、

上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。）で除して得られる数の普通株式をA種株

主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場

合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。

　

　8．金銭を対価とする取得条項

　（1）金銭を対価とする取得条項の内容

当会社は、平成26年３月１日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日（以下「金銭対価強制取得日」とい

う。）の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日における

分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる（以下「金銭対価強

制取得」という。）。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他当会社の取締役会が定め

る合理的な方法によって決定されるものとする。
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　（2）取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式１株当たりの取得価額は、500円（但し、A種株式について、株式

の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調

整された額とする。）とする。

　

　9．取得請求受付場所

三菱UFJ信託銀行株式会社

　

　10．詳細の決定

上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役の指

名する者に一任する。

　

11．会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無　

会社法第322条第２項に規定する定款の定めをしております。　

　

12．株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由

　当社の普通株式の単元株式数は1,000株であるのに対し、A種株式は下記14．のとおり当社株主総会における議決権

がないため、A種株式については単元株式数は１株とする。

　

　13. 議決権の有無及びその理由

　当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容に制限の

ない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これは、A種株式を配当金や

残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

第４四半期会計期間

（平成22年12月１日から

　平成23年２月28日まで）

第１四半期会計期間

（平成23年３月１日から

　平成23年５月31日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価

額等（円）
　― 　―

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（円）
　― 　―

当該四半期会計期間の末日における権利行使され

た当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の数の累計（個）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交

付株式数（株）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平

均行使価額等（円）

　― 　―

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資

金調達額（円）

　― 　―

（注）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、行使されておりませんので記載はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

12/28



（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金残高
 

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年３月１日～

平成23年５月31日　
－ 32,836,178 － 1,945,290 － 969,469

　　　

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動はありません。　

　

　 　

　

 

（７）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

平成23年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
　A種優先株式　

1,483,036　
―

「1株式等の状況」「(1)株式の総数

等」「②発行済株式」の「内容」欄

の記載参照

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　125,000
―

株主として権利内容に制限のない

標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　30,975,000 30,975 同上

単元未満株式 普通株式　　253,142 ―
同上

一単元（1,000株）未満の株式　

発行済株式総数 32,836,178― ―

総株主の議決権 ― 30,975 ―

　(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式942株が含まれております。
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②【自己株式等】

平成23年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社さいか屋

神奈川県川崎市川崎区

小川町１番地
125,000 ― 125,000 0.38

計 ― 125,000 ―　 125,000 0.38

 

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
３月

４月 ５月

最高(円) 48 53 49

最低(円) 20 33 38

　（注）　最高・最低株価は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

　

３【役員の状況】

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の移動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年３月１日から

平成23年５月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平

成22年５月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）及び当第１四半

期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,094,524 2,964,504

受取手形及び売掛金 1,030,847 990,436

商品 1,641,488 1,682,095

貯蔵品 51,330 53,413

その他 406,730 424,459

貸倒引当金 △69,617 △76,650

流動資産合計 6,155,304 6,038,257

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 10,081,691 10,314,498

土地 7,574,679 7,636,344

リース資産（純額） 58,803 62,882

その他（純額） 75,774 81,290

有形固定資産合計 ※
 17,790,949

※
 18,095,015

無形固定資産

その他 136,110 142,833

無形固定資産合計 136,110 142,833

投資その他の資産

投資有価証券 247,027 291,610

敷金及び保証金 1,665,207 1,646,289

破産更生債権等 3,662,594 3,663,404

その他 300,875 309,008

貸倒引当金 △3,578,837 △3,570,799

投資その他の資産合計 2,296,868 2,339,513

固定資産合計 20,223,928 20,577,361

繰延資産

社債発行費 10,466 12,401

繰延資産合計 10,466 12,401

資産合計 26,389,699 26,628,021
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,137,407 2,981,970

短期借入金 196,810 136,600

1年内償還予定の社債 320,000 400,000

未払法人税等 17,271 37,790

賞与引当金 43,988 23,970

商品券回収損引当金 588,275 582,239

事業構造改善引当金 30,107 48,666

その他 2,000,095 2,287,314

流動負債合計 6,333,955 6,498,549

固定負債

社債 235,000 380,000

長期借入金 16,451,306 16,543,028

繰延税金負債 275,392 230,971

退職給付引当金 396,603 398,289

資産除去債務 192,685 －

その他 650,858 660,073

固定負債合計 18,201,846 18,212,363

負債合計 24,535,802 24,710,912

純資産の部

株主資本

資本金 1,945,290 1,945,290

資本剰余金 1,637,078 1,637,078

利益剰余金 △1,617,021 △1,598,579

自己株式 △41,367 △41,327

株主資本合計 1,923,980 1,942,462

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △70,084 △25,353

評価・換算差額等合計 △70,084 △25,353

純資産合計 1,853,896 1,917,108

負債純資産合計 26,389,699 26,628,021
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

売上高 13,471,599 9,456,773

売上原価 10,414,156 7,337,434

売上総利益 3,057,443 2,119,338

販売費及び一般管理費 ※
 2,726,508

※
 2,020,270

営業利益 330,935 99,067

営業外収益

受取利息及び配当金 12,441 4,211

負ののれん償却額 － 3,563

受取手数料 － 4,104

その他 19,222 2,760

営業外収益合計 31,663 14,639

営業外費用

支払利息 119,337 99,167

その他 29,346 14,022

営業外費用合計 148,684 113,189

経常利益 213,914 518

特別利益

固定資産売却益 4,212,136 105,619

投資有価証券売却益 22,521 －

債務免除益 2,698,852 －

貸倒引当金戻入額 241,284 －

事業構造改善費用戻入額 － 10,608

特別利益合計 7,174,794 116,228

特別損失

減損損失 738 －

事業構造改善費用 210,190 －

投資有価証券売却損 24,810 －

貸倒引当金繰入額 － 2,648

繰延資産償却損 263 －

災害による損失 － 15,234

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,044

特別損失合計 236,003 88,927

税金等調整前四半期純利益 7,152,706 27,819

法人税、住民税及び事業税 1,840 1,840

法人税等調整額 △37,663 44,420

法人税等合計 △35,823 46,260

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △18,441

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,188,529 △18,441
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,152,706 27,819

減価償却費 254,902 291,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △203,737 1,005

商品券回収損引当金の増減額（△は減少） 24,031 6,036

賞与引当金の増減額（△は減少） － 20,018

退職給付引当金の増減額（△は減少） △61,893 △1,686

受取利息及び受取配当金 △12,441 △4,211

支払利息 119,337 99,167

投資有価証券売却損益（△は益） 2,288 －

債務免除益 △2,698,852 －

有形固定資産売却損益（△は益） △4,212,136 △105,619

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 71,044

事業構造改善費用 210,190 －

売上債権の増減額（△は増加） 127,052 △40,411

たな卸資産の増減額（△は増加） 503,355 42,689

仕入債務の増減額（△は減少） △213,662 155,437

その他 223,253 △269,378

小計 1,214,394 293,224

利息及び配当金の受取額 12,441 4,211

利息の支払額 △117,295 △124,287

事業構造改善費用の支払額 △21,268 △1,576

法人税等の支払額 6,872 △6,979

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,095,145 164,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △429,074 △20,223

定期預金の払戻による収入 454,074 28,918

有形固定資産の取得による支出 △64,793 △2,437

有形固定資産の売却による収入 7,980,239 248,042

無形固定資産の取得による支出 △10,476 －

投資有価証券の取得による支出 △3,148 △148

投資有価証券の売却による収入 172,518 －

貸付けによる支出 △4,007 △340

貸付金の回収による収入 4,202 62

差入保証金の差入による支出 △699,074 △18,918

差入保証金の回収による収入 276,512 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 7,676,973 234,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △15,800 △2,100

長期借入れによる収入 5,187,406 225,000

長期借入金の返済による支出 △10,296,169 △254,411

社債の償還による支出 △2,397,900 △225,000

その他 △1,713 △4,322

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,524,175 △260,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,247,943 138,715

現金及び現金同等物の期首残高 1,574,192 2,935,586

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △127,525 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,694,609

※
 3,074,301

EDINET提出書類

株式会社さいか屋(E03044)

四半期報告書

19/28



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

　会計処理基準に関する事項

の変更　

　　資産除去債務に関する会計基準の適用

　　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基

準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　　これにより、営業利益、経常利益は3,124千円減少、税金等調整前四半期純損失は

74,168千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は191,873千円であります。　

 

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

（四半期連結損益計算書）

１.「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用

により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

２.前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「負ののれん償却

額」及び「受取手数料」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記

することとしました。なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「負ののれん償却

額」は3,563千円、「受取手数料」は4,591千円であります。

　

　　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

 １．一般債権の貸倒見積高

の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著

しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見

積高を算定しております。 

 ２．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 ３．固定資産の減価償却の

算定方法

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積を考慮した予算を策定しているため、

当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成23年５月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

　　※　有形固定資産の減価償却累計額は17,638,523千円で

あります。

　

　※　有形固定資産の減価償却累計額は17,645,269千円であ

ります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

　　次のとおりであります。

販売費 290,349千円

宣伝費 285,446千円

給料手当 710,156千円

退職給付費用 47,193千円

地代・家賃 461,703千円

減価償却費 223,431千円

 

販売費 216,830千円

宣伝費 181,626千円

給料手当 474,693千円

退職給付費用 13,623千円

地代・家賃 335,266千円

減価償却費 254,686千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年５月31日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

　対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年５月31日現在）

現金及び預金勘定 2,694,609千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 －千円

現金及び現金同等物 2,694,609千円

現金及び預金勘定 3,094,524千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 △20,223千円

現金及び現金同等物 3,074,301千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成23年３月１日　至　

平成23年５月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

  普通株式　　　　　　　　　31,353,142株

　A種優先株式　　　　　　　　1,483,036株　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　 125,942株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。  

４．配当に関する事項

  該当事項はありません。　

５.株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自　平成22年３月１日　至　平成22年５月31日）

 
百貨店業
(千円)

金融業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高                     
(1）外部顧客に
　　対する売上高

13,469,1292,47013,471,599 － 13,471,599

(2）セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

1,475 6,449 7,924　　 △7,924 －

計 13,470,6048,91913,479,523△7,924 13,471,599

営業利益又は営業損失
（△）

355,175△26,807 328,367 2,567 330,935

　　（注）１．事業区分は、日本標準産業分類によって小売業、金融業に区分しております。

　　　　　２．各事業の主要な内容

(1）百貨店業……………………衣料品、食料品、雑貨、身回品、家庭用品等の販売及び店舗ビルの賃貸

(2）金融業………………………クレジット業務受託業、ファイナンス業　

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日　至平成22年５月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成22年３月１日　至平成22年５月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

 

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は百貨店業を中心に事業別のセグメントから構成されており、サービス内容・経済的特徴を考慮した上で

「百貨店業」及び「金融業」を報告セグメントとしております。

　「百貨店業」は衣料品・身廻品・雑貨・家庭用品・食料品等の販売を行っております。「金融業」はカード管

理付帯業務を行っております。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間（自平成23年３月１日 　至平成23年５月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(単位：千円）

 
　

百貨店業
　

　
金融業
　

　
合計
　

　
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額
(注)２

売上高      

外部顧客への売上高 9,455,743 1,029 9,456,773 － 9,456,773

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,385 6,525 7,910 △7,910 －

計 9,457,129 7,555 9,464,684△7,910 9,456,773

セグメント利益又は損失(△）　 102,268 △5,643 96,625 2,442 99,067

　(注)１.セグメント利益又は損失の調整額2,442千円は、セグメント間取引消去であります。

　　　２.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21

日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

　当第1四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありませ

ん。

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末(平成23年５月31日)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はありませ

ん。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）

デリバティブ取引はすべてヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

該当事項はありません。 

 　

（賃貸等不動産関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成23年５月31日）　

賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はあり

ません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成23年５月31日）

前連結会計年度末
（平成23年２月28日）

１株当たり純資産額 35.62円 １株当たり純資産額 37.65円

 　

　　　　２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額 228.07円

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 157.77円

 

１株当たり四半期純損失金額 △0.59円

  なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため記載しておりません。

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年５月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年５月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 7,188,529 △18,441

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
7,188,529 △18,441

普通株式の期中平均株式数（千株） 31,519 31,227

　         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額　         

四半期純利益調整額（千円）　 － －

普通株式増加数（千株）　 14,043 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要　

－ －

 

（重要な後発事象）

 　　　 該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年５月31日）

著しい変動がないため、記載しておりません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年７月12日

株式会社さいか屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小森　幹夫　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　礼子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか屋の

平成22年３月１日から平成23年２月28日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年３月１日から平成22年

５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成22年５月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年７月14日

株式会社さいか屋

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永澤　宏一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野口　和弘　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上林　礼子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか屋の

平成23年３月１日から平成24年２月29日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年３月１日から平成23年

５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年３月１日から平成23年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の平成23年５月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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